
事前に手続きを行うと、里帰り先や八王子市と契約のない医療機関でも予防接種を受けることができます。

その際、医療機関へ支払った接種費用は、交付申請により助成限度額の範囲内でお返しします。

【接種の期間】

令和8年(2026年)4月1日 ～ 令和9年(2027年)3月31日

【助成を受けることができる方】

接種日当日に八王子市に住民登録があり、妊娠28週～37週未満(36週6日)の方

※ご自身の妊娠週数に関しましては、妊娠中のお子さんの母子健康手帳または、かかりつけ医にご確認ください。

【助成金額】

医療機関に支払った接種費用（上限額あり）

※上限額は右記の表をご覧下さい。

【手続きの流れ】

◎申請前にご希望の医療機関へ依頼書による接種が可能か

　お問い合わせください。

1.必要な項目を記入して電子申請

右の二次元コードから申請フォームにアクセスできます。

※電子申請が困難な場合は予防接種担当にご連絡ください。

2.予防接種依頼書・予診票・助成金交付申請書類を受領

※医療機関への予約は書類が届いてからしてください。

3.予防接種依頼書・予診票・本人確認書類（マイナンバーカード等）

　・お子様の母子健康手帳を医療機関に持参して接種

接種費用を支払い、領収書･予診票(市提出用)を受け取ってください。

4.下記の窓口に助成金交付申請書を提出（郵送可）

※提出期限は接種日の翌日から1年以内。

【提出書類】

①予防接種費助成金交付申請書・請求書

②領収書（原本。ワクチンの料金明細のわかるもの）

③明細書（②領収書に明細の記載のある場合は不要）

④予診票（市提出用） 

5.助成金交付決定後、指定口座へ振込

※書類審査から決定通知の交付、口座への振込までは約1か月半ほど

  かかります。

【健康被害救済制度】

万が一、接種により重篤な健康被害が発生し認定された場合は、予防接種法の規定に基づき給付が行われます。

【窓口・お問い合わせ】

〒192-0046　八王子市明神町三丁目19番2号　東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟 5階

八王子市保健所　健康づくり推進課　予防接種担当　　☎ 645-5102／FAX 644-9100

令和8年度(2026年度)RSウイルス感染症予防接種費助成制度のお知らせ 

・接種日の翌日から1年を超えての助成金交付申請提出

・接種費用が助成限度額を超えた分の費用

・接種内容や医療機関の変更手続きをせずに受けた接種

・規定回数超えや間隔不足などの誤りのあった接種

・接種当日に八王子市に住民登録がないことが判明した場合

助成対象とならないもの（助成金支払いなし）

（書類の交付までに１０日から２週間程度要します）

（単位：円）（表）助成限度額

種 目
接 種 費 の
助成限度額

予診のみの
助成限度額

RSウイルス感染症
予 防 接 種

30,877円 4,070円

※薬価等改定により、限度額が変更になる場合があります。


